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3. 治山台帳等のGIS データ化の仕様検討  

3.1 デジタル化に関わる仕様書案の作成 

3.1.1 GIS データの仕様 

「治山施設」「保安林」「山地災害危険地区」の 3種類について、製品仕様書を作成した。

製品仕様書とは、『地理情報標準プロファイル（JPGIS）』に『附属書 11（規定）地理空間デ

ータ製品仕様書』として規定されており、地理空間データを作成する場合には作成したいデ

ータの要求を記した情報として使用し、地理空間データの流通・交換の際には対象となる地

理空間データの取扱説明書として使用することができるものである。作業規定の準則（国土

地理院）でも作成することが規定されている。 

 

●座標系 

治山台帳等を GIS データ化するにあたっては、「JDG2000 緯度経度」「JDG2000 平面直角

座標系」「JDG2011緯度経度」「JDG2011平面直角座標系」の 4種類の座標系が考えられ、各

座標系を採用するメリットとデメリットは次のとおりである（表 3.1-1）。 

検討の結果、製品仕様書における各 GIS データの座標系は、治山施設と山地災害危険地

区は現地測量結果と整合性をとる目的で「JDG2011 平面直角座標系」、保安林は林野庁保有

の国有林数値基本図データと整合性をとる目的で「JDG2000平面直角座標系」とした。 
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表 3.1-1 座標系ごとのメリットとデメリット 

 座標系 メリット デメリット 採用結果 

① JGD2000 

緯度経度 

・全国で同じ座標系が

使える 

・林野庁保有の国有林

数値基本図データと整

合がとれる 

・東北～近畿の一部について

は、2011年以降実測した座標値

と不整合 

・現場の資料と不整合 

 

② JGD2000 

平面直角座標

系 

・森林管理局単位で保

有している情報と整合

する可能性が高い 

・林野庁保有の国有林

数値基本図データと整

合がとれる 

・東北～近畿の一部について

は、2011年以降実測した座標値

と不整合 

・全国ファイルを統合するとき

に、「系」を考慮する必要あり 

・森林管理局によっては、局内

でも複数の系にまたがるため、

管理が煩雑 

保安林 

③ JGD2011 

緯度経度 

・全国で同じ座標系が

使える 

・現在測量した値と一

致 

・現場の資料と不整合 

・林野庁保有の国有林数値基本

図データと不整合 

 

④ JGD2011 

平面直角座標

系 

・森林管理局単位で保

有している情報と整合

する可能性が高い 

・現在測量した値と一

致 

・全国ファイルを統合するとき

に、「系」を考慮する必要あり 

・森林管理局によっては、局内

でも複数の系にまたがるため、

管理が煩雑 

・林野庁保有の国有林数値基本

図データと不整合 

治山施設、 

山地災害危険

地区 

 

 

●データ化対象範囲 

製品仕様書における各 GIS データの対象範囲は次のとおりとした（表 3.1-2）。 

 

表 3.1-2 項目別データ作成対象範囲 

項目 データ作成対象範囲 

治山施設 林野庁が実施する直轄事業治山事業（国有林直轄事業、民有林直轄事

業）で施工した治山施設および、都道府県が実施した国有林内補助治

山事業で施工し都道府県より移管された治山施設 

保安林 林野庁が管理する保安林 

山地災害危険地区 林野庁が管理する国有林および民有林直轄治山事業の施行区域内にあ

る山地災害危険地区 
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3.1.2 台帳情報データベース化の仕様 

3.1.1 に示す仕様にて作成された GIS データは、位置情報と紐づけて台帳情報を管理する

ことが望ましい。台帳情報を管理する方法として、以下 2つの方法が挙げられる。ア）・イ）

におけるメリット・デメリットは、表 3.1-3のとおり。 

ア）データベース化 

台帳をデータベース化して、図形の属性として直接閲覧・編集できる 

イ）ファイリング 

台帳等の資料を PDF（Excel）化し、GIS データからはそれらが格納されたフォルダや

ファイルが閲覧できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-1 GIS データにて台帳情報を管理する方法 

 

表 3.1-3 台帳情報の管理方法におけるメリット・デメリット 

ア データベース化 

特徴 
台帳への入力項目を全森林管理局で統一する必要が

ある。 

メリット 
台帳への入力項目がデジタル化されているため、検索

などが容易に可能。 

デメリット 
紙資料にて管理されている台帳が多いため、デジタル

化に多大な時間を要する。 

イ ファイリング 

特徴 デジタル化されていれば、その形式に制限はない。 

メリット 
アに比べ、デジタル化に必要な作業（既存の紙資料を

スキャニングする）が少ない。 

デメリット 台帳への入力項目から検索することが難しい。 

※ア・イは、二重管理に繋がるため、両立不可。 

 

本事業ではア）を想定したデータベース化を将来的に実装することを想定し、全森林管理

局統一の台帳入力項目を台帳ごとに整理した。  
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3.2 デジタル化の最適手法の検討 

3.2.1 GIS データ化の最適手法の検討 

(１) GIS データを作成する基となる資料・データ 

治山台帳等の管理の現状を整理した結果（2.1 各森林管理局への現状調査）を踏まえ、

治山施設等の位置情報や属性情報等を GIS データ化するための最適手法を検討した。森林

管理局にて管理されている GIS データを作成する基となる資料・データは表 3.2-1 のとお

りである。 

 

表 3.2-1 位置情報を GISデータ化する際に元となる資料 

基となる資料・データ 概要 

図面（紙・PDF） 図面上に治山施設などの範囲を手書きで記入したもの。（図 

3.2-1、図 3.2-2、図 3.2-3） 

測量成果 紙・PDF 実際に現地において、治山施設などの範囲を測量したもの。XY

座標値が表記されている。（図 3.2-4） エクセルなど 

GIS データ 既に GIS データ化されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1 台帳内の図面（関東森林管理局、治山台帳） 

  

台帳内に図面がある 
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図 3.2-2 平面図（関東森林管理局、治山台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-3 保安林台帳付属図（関東森林管理局、保安林台帳）  
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図 3.2-4 測量成果の例 
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(２) GIS データ化手順 

（１）で説明した、元となる資料・データによって、GIS データ化の手順は図 3.2-5のと

おり想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-5 元となる資料・データごとの GIS データ作成フロー図 

 

上記フローのうち、GIS データがある場合のフローは最も作業が効率的ではあるが、位置

情報を既に GIS データ化している森林管理局は表 3.2-2 に示すとおりであり、また GIS デ

ータ化されているとしても、一部の地域のみの現状である。したがって、図面と測量成果か

らの GIS データ化作業に着目した。 

表 3.2-3は、図面と測量成果における GISデータ化の特徴を整理したものである。表 3.2-3

によれば、山地災害危険地区においては、現地での測量実績は基本ないが、保安林台帳・治

山台帳では図面・測量成果どちらでも位置情報が管理されている場合がある。測量データは

図面の GIS データ化に比べ、実際に測量されたデータであるため、精度が高い GIS データ

を作成することができる。しかし、古い台帳によっては、測量データが紙・PDFでしか管理

されていない他、そもそも測量データが施設によっては管理されていない可能性がある。 

以上から、図面から GISデータ化するフローを最適手法と考える。  
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表 3.2-2 GIS データがある森林管理局の状況 

 

表 3.2-3 図面・測量成果の GIS データ化について 

 図面 測量成果 

保安林台帳 管理されている 管理されている場合もある。 

山地災害危険地区 管理されている なし 

治山台帳 管理されている 一部の台帳によって管理されている 

GIS データ化 

の特徴 

・ 測量データに比べると

精度が劣る 

・ ジオリファレンスなど

基本的な GIS データ化

手法のため、技術的な

知識がなくとも GIS デ

ータ化の作業が可能 

・ 精度の高い GIS データが作成できる 

・ 紙・PDF でしか管理されていない場

合、座標値などを全て文字データに

変換する必要があり、デジタル化に

多大な時間を要する可能性がある。 

・ トラバース計算など、測量における

一定知識がないと GIS データ作業が

難しい。 

 

  

森林管理局 GIS データ化 備考 

治山台帳 

北海道局 一部 GIS データ化 
「治くん」を導入しているが、署ごとで活用状況が異なるた

め、地域によって GIS データ化されていない場合がある。 

中部局 一部 GIS データ化 

民有林直轄事業は、GIS データ化済み。デジタル化したデー

タは、「MAGIS」に搭載している。 

国有林は一部地域を対象にデジタル化している（「MAGIS」

とは別のシステムに仮搭載）。今年度、新たな地域にてデジ

タル化の事業を行っている。 

保安林台帳 

全局 なし 全局、GISデータ化を進めていない。 

山地災害危険地区 

北海道局 全て GIS データ化 「MAGIS」を導入 

中部局 一部 GIS データ化 民有林直轄は全て GIS データ化済み。国有林は一部のみ。 

近畿中国局 全て GIS データ化 システムは導入していない。 
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3.2.2 台帳情報データベース化手法 

(１) 基となる資料・データ 

森林管理局において管理されている台帳情報データベースを作成する基となる資料・デ

ータは、表 3.2-4のとおりである。 

表 3.2-4 台帳情報データベース化の際に元となる資料 

基となる資料・データ 概要 

紙・PDF 手書き・印刷されたもの 

Microsoft Excel 台帳のフォーマットにて入力されたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-6 台帳情報データベース化の際に元となる資料（左：紙・PDF、右：Microsoft Excel） 

 

(２) データベース化手順 

（１）で説明した、元となる資料・データによって、台帳情報をデータベース化するため

の手順は、図 3.2-7のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-7 元となる資料・データごとの台帳情報データベース化フロー  
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Excelデータがある場合のフローは最も作業が効率的ではあるが、ほとんどの森林管理局

において、台帳は紙で管理されている（表 3.2-5）。各森林管理署では台帳をエクセルにて作

成している場合もあるが、森林管理局には印刷（または PDF 化）したものを提出している

ため、紙・PDFからの作業パターンが多くなることが想定される。 

したがって、台帳情報のデータベース化は図 3.2-7に示す 2つのフローでの対応で問題な

いと考える。 

 

表 3.2-5 台帳の管理状況 

森林管理局 紙 PDF Excel・csv など 備考 

治山台帳  

北海道局 100% 0 0 「治くん」導入 

東北局 100% 98% 2%  

関東局 100% 0 0  

中部局 100% 0 0 「MAGIS」導入 

近畿中国局 100% 不明 不明  

四国局 100% 0 0  

九州局 100% 10% 1%  

保安林台帳  

北海道局 100% 0 0  

東北局 100% 100% 0  

関東局 100% 0 0  

中部局 100% 0 0  

近畿中国局 100% 0 0  

四国局 100% － 100%  

九州局 100% 0 0  

山地災害危険地区  

北海道局 100% 0 0 「MAGIS」導入 

東北局 100% 100% 0  

関東局 100% 20% 75%  

中部局 
100% 100% － 

「MAGIS」導入 

民直のみ電子化済 

近畿中国局 0 0 100%  

四国局 100% 0 0  

九州局 100% 0 0  
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3.2.3 台帳デジタル化の作業フロー 

3.2.1と 3.2.2の治山関連台帳の GIS データ化・データベース化の流れを整理すると図 

3.2-8のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-8 台帳デジタル化の作業フロー 

  



3-12 

3.3 デジタル化試行 

保安林について、検討された仕様と保安林台帳をもとにデジタル化の試行を行った。 

四国森林管理局の保安林台帳は Microsoft Excel と PDF で管理されている。四国森林管

理局の香川森林管理事務所および四万十森林管理署の保安林台帳のうち、水源かん養保安

林や土砂流出防備保安林等の計 10種類 52件を試行対象とした（表 3.3-1）。 

 

表 3.3-1 四国森林管理局の保安林台帳サンプルデータの内訳（件） 

 水源 

かん養 

土砂流出

防備 

土砂崩壊

防備 

防風 潮害 

防備 

干害 

防備 

魚つき 航行 

目標 

保健 風致 計 

香川所 4 4 0 0 3 1 3 1 4 4 24 

四万十署 4 4 4 1 3 3 3 2 4 0 28 

合計 8 8 4 1 6 4 6 3 8 4 52 

 

試行対象とした 52件について、データベース仕様案に基づいた入力にかかった時間は 40

時間、GIS 製品仕様書案に基づいた入力にかかった時間は 30 時間（うちジオリファレンス

15 時間）であった。 

なお、データベース入力では保安林台帳の内容理解に時間を要したため、熟練者であれば

作業時間が短縮されると予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-1 データベース入力例 
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図 3.3-2 GIS データ入力試行 

 

3.4 GIS データ化の手順やデータ更新方法に関するマニュアル（案）の作成 

前項までの検討結果を踏まえ、「治山施設」「保安林」「山地災害危険地区」の 3種類につ

いて、マニュアルを作成した。 

GIS 作成マニュアルは「作成マニュアル」「事例集」の二部構成とした（図 3.4-1）。作成

マニュアルには GIS データ作成時の基本的な作業手順を記載し、事例集には個別の事例に

対する内容を記載することで、今後質疑応答がなされた結果を反映しやすいよう配慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-1 資料構成イメージ 
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